
空き家等の適正管理にご協力ください
　笠間市の生活環境を整え、安全なまちとするため、管理されず放置された空き家の持ち主（所有者）に
対し、「笠間市空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、適正な管理を促しています。

条例では次のような内容を定めています。
○空き家等の所有者は、危険な状態または周辺の住民へ迷惑にならないよう適正に管理してください。

○市民は、適正に管理されていない空き家を見つけた際には、市へ情報提供してください。

○行政指導の実施
　　市民の情報提供により空き家を調査し、状況を判断した後に行政指導等を行います。

○解体撤去補助
　�　行政指導を受けた所有者が、当該空き家等の管理を、現在および将来にわたっても行えないため、解体撤
去の措置を講じようとする場合は、規定に基づく判定を行い、予算の範囲内で解体費用の一部を補助します。

　　《補助金額》

　　解体撤去費用の3分の1以内　限度額30万円

○条例および解体撤去補助の対象物
　�　条例においては、一般住宅のほか、店舗、賃貸住宅、工場等を含む空き家等に対して行政指導を行います。
解体撤去補助については、一般住宅のみを対象とします。

【問合せ】環境保全課（内線125）

助言および指導 �空き家等の所有者に改善措置を講じるよう、助言および指導を行います。

勧　　　告 � �助言および指導が行われたにもかかわらず、適正な管理を行わなかった場合は、
是正の勧告を行います。

命　　　令 �助言および指導並びに勧告に従わない場合は、期限を設けて命令を行います。

公　　　表 � �命令に従わない場合は、所有者の住所、氏名、空き家等の所在地、命令の内容等
を公表します。

� �この場合は、公表の前に、公表の相手に対し、意見を述べる機会を与え、改善で
きない理由を十分に精査します。
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